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研究段階におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る

留意事項について

このことについて、令和元年 6 月 26 日付け元消安第 798 号をもって、農林

水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってもカ

ルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いに

ついて（平成 31 年 2月 8 日付環自野発第 1902081 号 環境省自然環境局長通

知）」の策定を受け、文部科学省の生命倫理・安全部会遺伝子組換え技術等専門

委員会において、研究開発分野における具体的な取扱いについて審議、策定さ

れたことについて通知するものです。

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
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